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Ⅰ．決済サービスの現状について



（注） 計数は、2006年中の1営業日平均。

出所：日本銀行「決済システムレポート2006」
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資金決済システムの概観
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（注）計数は、06年中の1営業日平均。清算機関の計数は債務引受高、JBネットの計数は移転登録を表す。

ただし、株券等保管振替制度の計数は06年度中の1営業日平均。投資信託振替制度の計数は07年第1四半期中の1営業日平均。

出所：日本銀行「決済システムレポート2006」
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現金通貨・預金通貨の規模と対GDP比

（注１）現金通貨、預金通貨は、年度中における各月中平残の平均値。

（注２）M1：現金通貨＋預金通貨

出所：日本銀行、内閣府経済社会総合研究所
３
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全国銀行内国為替制度取扱高の推移

（注）取扱金額・件数は他行為替取扱高の１営業日当たり平均

出所：全国銀行協会「決済統計年報」
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インターネット利用の普及状況

出所：総務省「通信利用動向調査」

５
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インターネットによる商取引の規模

出所：経済産業省、次世代電子商取引推進協議会、（株）NTTデータ経営研究所「平成16年度電子商取引に関する実態・市場規模調査」、

経済産業省他「平成17年度電子商取引に関する市場調査」、経済産業省「平成18年度電子商取引に関する市場調査」

６

年 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 年 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

B to B 電子商取引市
場規模（兆円）

9 12 22 34 46 77 103 140 148
B to C 電子商取引市
場規模（億円）

625 1,620 4,640 8,110 14,980 29,090 39,380 34,560 43,910

電子商取引化率（％） 1.5 - 3.8 5 7.1 11.2 14.7 12.9 12.6 電子商取引化率（％） 0.03 0.10 0.30 0.60 1.00 1.60 2.10 1.60 2.03

（注）99年はB to B 電子商取引化率未発表
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（注）１．99年の電子商取引化率は未公表のため、便宜上98年と2000年の平均値とした。
　　　２．インターネット技術ベースの狭義の計数（VAN、専用線等従来型EDIを含まない）。
　　　３．電子商取引化率の計算上、電子商取引化率の推計が行われていない小売業及びその他サービス業
　　　　　（宿泊・旅行業、飲食業、娯楽業）は含まれていない。
　　　４．平成16年度調査では、取引品目に着目した市場規模を算出するため、例えば、卸売業者への販売から
　　　　　小売業者への販売に至る流通過程では、小売業者への販売に至る流通過程では、小売業者への販売
　　　　　額のみを計上し、卸売業者への販売は計算に含まないこととしていたが、17年度調査では、回答数を
　　　　　十分に確保し、日米比較を全業種において実施する観点から、流通過程を含む全ての取引を算出・推計
　　　　　している。したがって、17年度調査によるB to B電子商取引市場規模は、16年度の調査方法によるもの
　　　　　より大きくなる。
　　　５．平成18年度調査は、前年同様の調査方法（アンケート方法等の調査手法、ECの定義、調査対象等）
　　　　　により実施していることから、概ね前年度調査を継続したものとなっている。

※05年より調査方法を変更
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（注）１．市場規模は、不動産や自動車等の取引成立前段階の見積金額を含まない。
　　　２．電子商取引化率の計算上、電子商取引化率の推計が行われていない小売業及びその他サービス業
　　　　　（宿泊・旅行業、飲食業、娯楽業）は含まれていない。
　　　３．平成17年度調査では、調査対象の範囲を明確化し、16年度調査まで積算対象としてきた、取引成立前段階の
　　　　　見積もり金額に基づくもの（不動産や自動車等）は対象としていない。
　　　４．平成18年度調査は、前年同様の調査方法（アンケート方法等の調査手法、ECの定義、調査対象等）により
　　　　　実施していることから、概ね前年度調査を継続したものとなっている。

※05年より調査方法を変更
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（注）平成16年３月調査から、サービスの実施状況について、サービス内容が残高照会や資金移動のみの先は含まず、

定期預金（預入、解約等）や各種届出受付などを行っている先について集計しているため、前年までの数値との連続性を欠く。

出所：金融情報システムセンター「金融機関業務のシステム化に関するアンケート調査結果」平成18年３月調査、

日本総合研究所調査部金融ビジネス調査グループ「図解電子ビジネス最前線」

インターネットバンキング等の普及状況

※16年より調査方法を変更
※16年より調査方法を変更
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インターネット取引等を主とする銀行の預金残高推移等

（注）ジャパンネット銀行、ソニー銀行、セブン銀行（口座数については個人口座のみ）、イーバンク銀行の合計（なお、住信SBIネット銀行の設立は平成19年９月）。

出所：各社公表資料より金融庁作成
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0.6%その他

4.7%郵便振替

0.3%わからない

0.1%Edyなどの電子マネー

0.1%プロバイダー等の会員制決済

0.8%銀行引き落とし

3.3%インターネット専業銀行の引き落とし

9.7%銀行振込

10.7%コンビニ決済

17.8%商品と引き換え（代引き）

51.9%クレジットカード

オンラインショッピングサイトで最もよく利用する決済手段

出所：（財）インターネット協会「インターネット白書2007」
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為替取引のスキーム（イメージ）

（振込の場合） （代金取立の場合）

支払人 受取人

債権債務関係等

銀　行

①振込依頼

支払人 受取人

債権債務関係等

銀　行

④入金③引落し②取立 ①取立依頼②入金

１０



収納代行サービスのスキーム（イメージ）

利用者
収納機関

（企業、官公庁）

①払込票の送付

債権債務関係

収納代行会社

②支払 ③入金データ
④収納金

１１



コンビニ店舗数と銀行等店舗数・CD／ATM設置台数

出所：（社）日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査月報」、（財）金融情報システムセンター「金融情報システム白書（平成20年版）」

１２

全国銀行 信用金庫 信用組合 全国銀行 信用金庫 信用組合

平成15年３月末 37,261 14,205 8,266 2,008 76,200 19,656 2,485

平成16年３月末 38,005 13,847 8,068 1,973 74,047 19,381 2,401

平成17年３月末 39,118 13,582 7,890 1,943 73,513 19,223 2,370

平成18年３月末 40,099 13,313 7,786 1,922 73,350 19,341 2,348

平成19年３月末 40,816 13,313 7,740 1,875 75,163 19,596 2,324

コンビニ
店舗数

国内店舗数 CD/ATM設置台数



主なコンビニエンスストアによる収納代行の取扱状況の推移

出所：セブン＆アイ・ホールディングス「コーポレートアウトライン2007」、「2008年2月期決算補足資料」、 ローソン「アニュアルレポート2007」、「2008年2月期決算補足資料」、

ファミリーマート「2008年2月期決算資料」、サークルKサンクス「2005年2月期通期決算説明資料」、「2008年2月期通期決算説明資料」、全国銀行協会「決済統計年報」を基に作成
１３

事業社名 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年

取扱件数（10万件） 1,670 1,955 2,270 2,591 2,905

取扱高（億円） 13,900 16,820 20,100 23,840 27,342

手数料収入（億円） n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

チェーン全店売上高（億円） 23,432 24,409 24,988 25,335 25,743

取扱件数（10万件） 1,084 1,189 1,306 1,409 1,499

取扱高（億円） 9,192 10,359 11,653 12,940 14,123

手数料収入（億円） 64 68 75 81 83

チェーン全店売上高（億円） 12,850 13,291 13,617 13,866 14,151

取扱件数（10万件） n.a. n.a. 1,023 1,146 1,311

取扱高（億円） n.a. n.a. 9,062 10,484 11,983

手数料収入（億円） n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

チェーン全店売上高（億円） 9,544 9,985 10,317 10,688 11,218

取扱件数（10万件） 762 835 909 973 1,023

取扱高（億円） 6,414 7,180 8,013 9,003 9,770

手数料収入（億円） 49 51 55 59 62

チェーン全店売上高（億円） 10,917 9,335 9,198 9,113 9,024

取扱件数（10万件） 3,516 3,979 5,508 6,120 6,737

取扱高（億円） 29,506 34,360 48,828 56,267 63,218

手数料収入（億円） 113 119 130 140 145

チェーン全店売上高（億円） 56,744 57,019 58,120 59,003 60,137

取扱件数（10万件） 12,608 12,869 13,148 13,211 13,533

取扱高（億円） 21,921,382 22,527,054 23,397,111 24,724,808 26,278,383

手数料収入（億円） n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

（注）主要コンビニエンスストアのうち、収納代行事業に係る計数についてIR資料等で対外公表を行っている事業者のみを掲載。

　　　２．コンビニエンスストアの数値は各年度（２月期決算）のデータ、内国為替取扱状況は暦年のデータ。

　　　３．合計は、n.a.の数値を含まない。

合　計

（参考）
内国為替取扱状況
（預金取扱機関）

セブンイレブン

ローソン

サークルKサンクス

ファミリーマート



代金引換サービスのスキーム（イメージ）

購入者
販売店

（通販事業者）

債権債務関係

代金引換事業者
（宅配事業者）

③代金引換払い ④代金入金

①商品の配送②商品の宅配
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エスクロー・サービスのスキーム（イメージ）

買主
（落札者）

売主
（出品者）

債権債務関係

エスクロー事業者

②代金入金

⑥代金入金

①取引内容の通知①取引内容の通知

⑤商品到着確認の通知

④商品発送

③代金入金確認の通知

１５



主なＩＣ型プリペイドカードについて

出所：各社ホームページ

１６

名称 運営主体 開始年月 発行枚数 加盟店舗数

（万枚） （利用可能店舗数）

Edy ビットワレット 01年11月 3,880 74,000
（08年04月現在） （08年04月現在）

Suica JR東日本 04年03月 2,105 33,750
（08年03月現在） （08年03月現在）

ICOCA JR西日本 05年10月 332 5,500
（07年11月現在） （07年11月現在）

PASMO パスモ 07年03月 800 4,950
（08年03月現在） （08年03月現在）

WAON イオン 07年04月 n.a. 24,000
（　－　） （08年03月現在）

nanaco アイワイ・カード・サービス 07年04月 500 19,351
（07年10月現在） （08年04月現在）



主なＩＣ型プリペイドカードの発行額及び回収額の推移

出所：財務局報告資料

１７
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出所：日本銀行「決済システムレポート2006」

貨幣流通枚数と名目個人消費
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事業分野別で見たポイントの獲得状況

消費者が貯めているポイント（複数回答可）

原出所：ＮＲＩ実施「日常生活に関するアンケート」2006年７月、訪問留置き調査（n=10,071）

出所：野村総合研究所企業通貨プロジェクトチーム「企業通貨マーケティング」
１９
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ポイント発行額の予測

出所：野村総合研究所ニュースリリース（2008年３月13日）
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ポイント発行額の推計

出所：野村総合研究所ニュースリリース（2008年３月13日）
２１

指標 数値

家電量販店
（上位10社）

売上総計
（百万円） 4,149,274 75% 6.5% 201,759

クレジットカード
（業界全体）

ショッピング取扱高
（百万円） 32,170,100 100% 0.5% 160,851

携帯電話
（上位３社）

売上総計
（百万円） 8,483,146 100% 1.3% 108,543

航空
（上位２社）

有償旅客マイル（※5）
（千人･マイル） 97,240,887 50% 1.5円／マイル 72,931

ガソリン
（主要３社）

売上総計
（百万円） 11,689,117 40% 1.3% 61,711

総合スーパー
（上位５社）

売上総計
（百万円） 8,594,207 50% 0.5% 21,486

百貨店
（上位１０社）

売上総計
（百万円） 5,760,457 50% 1.0% 28,802

コンビニエンスストア
（主要３社）

売上総計
（百万円） 3,364,732 15% 1.0% 5,047

ドラッグストア
（上位５社）

売上総計
（百万円） 861,684 50% 1.0% 4,308

（※6）総額 665,438

※1： ポイントプログラムサービスを提供していない企業を除外している。 

※2： 各企業が発行するポイントサービスプログラムの利用率。NRIが2005年4月にインターネット上で3000人に対し実施したアンケート結果や、各種公開情報を参考に5％単位で設定。 

※3： 各種公開情報を参考に、最も低い値などを業界基準値として採用。航空については、1マイルあたり1.5円とした。 

※4： ポイント・マイレージ発行額＝基本指標の数値×ポイント適用率×ポイント還元率 

※5： 有料の旅客数に飛行距離を掛けたもの。 

※6： 商品の購入にともなって付与されるポイント･マイレージを推計の対象とした。紙やシールによって行われているものや、電子マネーは含めていない。 

年間発行額
（百万円）

（※4）

業界
（※1）

ポイント付与基本指標・数値 ポイント
適用率
（※2）

ポイント還元率
（％、円／マイル）

（※3）



決済に関する新しいサービスの具体例

出所：各社ホームページより金融庁作成

２２

決済に関する研究
会における分類

サービスの類型 代金引換サービス
エスクロー・
サービス

送金サービス

Ｅｄｙ
（ビットワレット）

WebMoney
（ウェブマネー）

公共料金等収納代行
（セブン-イレブン

・ジャパン）

ケータイ払いサービス
（ＮＴＴドコモ）

宅急便コレクト
（ヤマトフィナンシャル）

オークション宅急便
（ヤマト運輸）

国内事業者無し
JALマイレージバンク

（日本航空）

Ｓｕｉｃａ
（ＪＲ東日本）

ＢｉｔＣａｓｈ
（ビットキャッシュ）

収納代行
（ロ－ソン）

Yahoo!ウォレット
（ヤフー）

e-コレクト
（佐川急便）

Yahoo!かんたん決済
（ネットラスト）

海外では、ウエスタンユ
ニオン等の事業者が存

在

Yahoo!ポイント
（ヤフー）

PASMO
（パスモ）

Cチェック
（デジタルチェック）

代行収納
（ファミリーマート）

CATS集金代行サービ
ス、CVS料金収納代行

サービス
（SMBCファイナンス

サービス）

ペリカン集金サービス
（日本通運）

楽天あんしん取引
（楽天）

ドコモポイントサービス
（ＮＴＴドコモ）

nanaco
（アイワイカードサービ

ス）

ちょコム
（NTTコミュニケーション

ズ）

収納代行
（サークルＫサンクス）

オートネットサービス、
コンビニ収納代行

サービス
（アプラス）

モバペイ
（ペイジェント）

ビックポイントカード
（ビックカメラ）

ＷＡＯＮ
（イオン）

プレイステーションネット
ワークカード/チケット

（ソニーコンピュータエン
タテインメント）

収納代行
（ミニストップ）

コンビニ集金代行、
集金代行

（オリエントコーポレーショ
ン）

Ｇポイント
（ジー・プラン）

QUOカード
（クオカード）

タカシマヤギフトカード
（高島屋）

公共料金・各種サービス
（デイリーヤマザキ）

コンビニ収納代行
サービス、

口座振替サービス
（電算システム）

ティーポイント
（Ｔカード&マーケティン

グ）

ビール共通券
（全国酒販協同組合連合

会）

スターバックスカード
（スターバックスコーヒー

ジャパン）

収納代行（代行収納）
（am/pm）

コンビニ決済、口座引落
（イーコンテクスト）

グリーンスタンプ
（グリーンスタンプ）

その他

ポイント・サービス

資金移動サービス

サービス名称
等

（企業名）

前払式証票規制法
対象サービス

資金前払サービス

前払式証票規制法
対象外サービス

収納代行サービス



決済手段別の規模の比較

（注１）クレジットカード取扱高は販売信用業務分のみ。

（注２）コンビニエンスストア収納代行取扱高は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスの合計。ただし、2002年度についてはファミリーマート及
びサークルKサンクス、2003年度から2004年度についてはファミリーマートを含まない（計数未公表のため）。

出所：日本銀行、内閣府経済社会総合研究所、経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」、前払式証票発行協会、コンビニエンスストア各社公表資料

民間消費支出との比較（パーセンテージ）
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2002 2003 2004 2005 2006 (年度）

クレジットカード取扱高
対民間最終消費支出

前払式証票発行額
対民間最終消費支出

コンビニエンスストア
収納代行取扱高
対民間最終消費支出

（単位：億円）

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度

クレジットカード取扱高 183,227 194,875 214,114 243,456 272,250

前払式証票発行額 103,361 93,566 91,611 109,637 124,118

コンビニエンスストア
収納代行取扱高 19,717 29,506 34,360 48,828 56,267

民間最終消費支出 2,832,005 2,825,632 2,841,726 2,875,561 2,913,753

２３



  日本 米国 ＥＵ 英国 

根拠法令 銀行法 ニューヨーク州送金業者法 
EU 決済サービス指令 
※加盟国は、2009 年 11 月 1 日までに国内法施行 

－ 

監督規制 

・免許（銀行） 

※ 送金は、銀行業（為替取引）に

あたり、銀行しか行えない。 

 

 

 

 

 

 

 

・免許 (送金業者） 

※ 銀行は、送金業者法の規制を受け

ず、送金ができる。 

・営業保証金（50 万ドル以上） 

・運用規制（未済・未使用残高以上の流動

性資産保有） 

・他業禁止規制なし 

 

 
送金とは、送金のための資金の受入、その
送金、Check（小切手、手形、トラベラーズ
チェック、マネーオーダーその他の送金又
は支払いのための手段）の売買。Bill 
payment services も含まれる。 

・免許 （決済機関） 

※ 信用機関は、決済機関の免許を取得すること 

 なく決済サービスを提供できる。 

・当初資本（2 万～12．5 万ユーロ以上） 

・自己資金の維持（算定方法は加盟国の判断） 

・顧客資産保全義務（兼業の場合のみ） 

・他業禁止規制なし 

 【加盟国の判断により小額取引業者を登録制と

することが可能。】 

 
決済サービスとは、口座への入金・出金、取引 
執行（自動引落等）、支払手段の発行、送金、携 
帯電話等による決済取引の執行。Bill payment 
services も含まれる。 

※ 現在規制はないが、決済サービス指令の

国内法制化の準備が行われており、決済機

関を金融サービス市場法の下で規制予定。 

上  限 利用上限なし 利用上限なし 利用上限なし － 

マ ネ ロ ン 規制対象（犯罪収益移転防止法） 規制対象（銀行秘密法・愛国者法） 規制対象（マネーローンダリング防止指令） 規制対象（マネーローンダリング規則） 

資
金
移
動
サ
ー
ビ
ス
（
送
金
等
） 

セーフティ 
ネ ッ ト 

あり なし なし － 

根拠法令 前払式証票の規制等に関する法律 ニューヨーク州送金業者法 EU 電子マネー指令 金融サービス市場法 

監督規制 

・第三者型（登録）、自家型（届出） 

※ 銀行であってもプリカ法上の登

録等が必要。 

・資本規制（1 億円以上等（第三者

型のみ）） 

・供託義務（未使用残高の 1/2 以上

（未使用残高 1000 万円超の場合）） 

・他業禁止規制なし 

 

 

※ 送金の一つとして取扱われ、送金と同

じ規制を受けるが、第三者型・電子媒体

のみ規制対象。 

※ 第三者型ストアードバリューは、通常、

銀行口座において資金がプールされる。 

・免許（電子マネー機関） 

※ 信用機関は、電子マネー機関の免許を取得   

することなく電子マネーを発行できる。 

・当初資本（100 万ユーロ以上） 

・自己資金の維持（未使用残高の 2％以上） 

・運用規制（未使用残高以上の流動性資産の保

有） 

・他業禁止 

・第三者型・電子媒体のみ規制対象 

 【加盟国の判断により小額電子マネー発行者等

を適用除外とすることが可能。】 

・免許（電子マネー機関） 

※ 銀行でも、電子マネー発行の免許が必要。 

 

・当初資本（100 万ユーロ以上） 

・自己資金の維持（未使用残高の 2％以上） 

・運用規制（未使用残高以上の流動性資産の

保有） 

・他業禁止 

・第三者型・電子媒体のみ規制対象 

 【小額電子マネー発行者等を適用除外】 

上 限 等 
利用上限なし 
 

利用上限なし 
換金自由 

利用上限なし 
換金義務 

利用上限なし（注） 
換金義務 

マ ネ ロ ン なし 規制対象（銀行秘密法・愛国者法） 規制対象（マネーローンダリング防止指令） 規制対象（マネーローンダリング規則） 

資
金
前
払
い
サ
ー
ビ
ス
（プ
リ
ペ
イ
ド
） 

セーフティ 
ネ ッ ト 

なし なし なし なし 

※ 代引き・エスクロ（資金移動サービス）、ポイントは、米国、EU、英国において、監督・マネロン規制の対象外。 
注） 英国においては、無権限者取引に対する消費者保護の対応等を行っていない電子マネーについては、蓄積額について 1000 ポンドの上限がある。 

各国におけるリテール決済サービスに対する規制  

２４ 



（参考）関係条文抜粋

○銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（抄）

第二条 （略）

２ この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。

二 為替取引を行うこと。

第三条 預金又は定期積金等の受入れ（前条第二項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。）を行う営業は、銀行業とみなし

て、この法律を適用する。

第四条 銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。

（略）

○前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号）（抄）
第二条 この法律において「前払式証票」とは、次に掲げる証票その他の物（乗車券、入場券その他の政令で定めるもの及びその

発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できるものを除く。）をいう。

一 証票その他の物（以下この項において「証票等」という。）に記載され又は電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他
の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。）により記録されている金額（金額を度そ
の他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。）に応ず
る対価を得て発行される証票等（電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われ
るものを含む。）であって、当該証票等の発行者又は当該発行者が指定する者（次号において「発行者等」という。）から物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付その他の方法により使
用することができるもの

二 証票等に記載され又は電磁的方法により記録されている物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等（電磁的
方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。）であっ
て、発行者等に対して、提示、交付その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの

○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十五号）（抄）
第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
２ 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
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（参考）マネー・ローンダリングに関する動向について

○国際犯罪に関するＧ８勧告（仮訳）（2002年５月 Ｇ８ローマ／リヨン・グループ）（抄）

Ｆ マネー・ローンダリング，テロ資金，資産没収
１．各国は，金融活動作業部会（FATF）のマネー・ローンダリングに関する40の勧告及びテロ資金供与に
関する８つの特別勧告を効果的に実施すべきである。（略）

○40の勧告（仮訳）（2003年６月 資金洗浄に関する金融活動作業部会（FATF））（抄）
（略）
１２ 勧告５、６及び８から11（※注） に定められている顧客管理義務及び記録保存義務は、指定非金融業者

及び職業専門家に以下の状況下において適用される。
a）カジノ----顧客が一定の基準額以上の金融取引を行う場合。
b）不動産業者----顧客のために不動産の売買に関する取引に関与する場合。
c）貴金属商及び宝石商----顧客と一定の基準額以上の現金取引を行う場合。
d）弁護士、公証人、他の独立法律専門家及び会計士が、以下の活動について顧客のために取引の準備
又は実行をする場合。

（略）
e）トラスト・アンド・サービスプロバイダー（Trust and Company Services Provider）（略）

（※注）勧告５、６及び８から11においては、金融機関による本人確認等の顧客管理措置等について規定。

・本邦では、勧告12等を受け、犯罪収益移転防止法を制定（平成20年３月施行）。
・これにより、銀行等の金融機関に加え、ファイナンスリース事業者、クレジット

カード事業者等にも本人確認義務等の対象が拡大。
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Ⅱ．決済に関するこれまでの議論



金融・資本市場競争力強化プラン （平成19年12月21日）（抜粋）

Ⅰ．信頼と活力のある市場の構築

３．安全かつ効率的で利便性の高い決済システム等の構築

決済システムは、金融・資本市場を支える重要なインフラであり、金融・資本市場の国際的な競争力に影響する重要な
要素である。我が国市場の競争力強化のためには、情報通信技術の高度化等に対応して、決済システムの安全性、効
率性及び利便性をより一層向上させることが重要である。

（１）資金決済システム

資金決済システムについて、平成２３年度を目標として大口資金取引のＲＴＧＳ（即時グロス決済）化に向けた取組みを
進めるとともに、平成２３年度に稼働開始予定の第６次全銀システムにおいて国際標準化や顧客ニーズへの対応などの
取組みを推進する。

（２）証券決済システム

証券決済システムについて、平成２１年１月を目標とした株券電子化の円滑な実施に向けた取組みを進める。その後、
国債取引の決済期間の短縮化を目指し、ＳＴＰ化の促進やレポ市場の拡大等に向けた市場関係者間における検討を推
進する。
（注）ＳＴＰ（Straight Through Processing）：注文から決済に至るまでの一連の取引プロセスを、人手を介さずにシームレスに行うこと。

（３）リテール決済

情報通信技術の革新等の進展に伴い、いわゆる電子マネー等の決済に関する新しいサービスが普及・発達してきてい
る。これに対応し、利用者保護、決済システムの安全性・効率性・利便性の向上やイノベーションの促進の観点から、その
制度的枠組みのあり方について検討を進め、平成２０年春頃より金融審議会での審議を開始する。

（以下略）
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「決済に関する論点の中間的な整理について」（概要） 
（平成 19 年 12 月 18 日 決済に関する研究会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

資金決済(リテール) 証 券 決 済 

○検討の枠組み 

 ・同様のサービスには、同様の制度整備 
・新しいサービスの利用形態・機能に即し

た検討  
《類型》 
―資金移動サービス 
（収納代行、代金引換、送金サービス等）

―資金前払サービス（プリペイドカード等）

―その他（ポイントサービス） 
 
○課題 

・確実な履行を担保する仕組み 
・預かった資金の保全 
（参入資格、検査監督、安全資産運用等）

・多数の事業者の関与（責任分担ルール等）

・新しいサービスの提供の促進 
（現行法との関係の明確化等） 

・機能に応じた電子マネーに関する制度整備 
・ポイントサービスの位置づけ 
（対価性の有無、決済手段としての機能等）

○現状 

・全銀システムの効率性、安全性は評価 
・相互運用性の観点、開発コストの削減、顧

客ニーズへの対応等については改善の余地
 

○課題 

・国際化・標準化（国際標準、インターネッ

ト標準技術等の採用） 
・顧客ニーズへの対応 

（高付加価値サービスの提供等） 
・資金決済システムの運営等 

（望ましい組織・運営のあり方等の検討）

・業務継続体制（重要業務の復旧目標時間設

定、要員確保等） 
 

○現状 

・平成 13 年以降の証券決済法制の整備によ

り、有価証券のペーパーレス化が実現 
・DVP が実現 
 

○課題 

・STP 化（相互運用性の確保、標準化等） 
・決済期間の短縮化（証券決済の安全性とと

もに、オペレーショナルリスクにも留意） 
株式：業者・顧客間取引における非居住者

取引の STP 化、フェイル時の手当

て等 
国債：STP 化、フェイル時の手当て等   

国債については、課題の早期克服に向けた

関係者の努力が必要 
 
・証券決済システムの運営等（清算・決済機

関の業務範囲等の検討） 
 

決済を巡る環境変化 

○ＩＴの進展等による収納代行、ポイント等の普及 

○決済に関する新しいサービスへのニーズの高まり 

○国際競争力強化に向けたインフラ整備の要請 

《検討の視点》 

○利用者保護 
○決済システムの安全性・効率性・利便性の向上 
○イノベーションの促進 

総合的な検討の必要性 

資金決済(ホールセール) 

(参考) 
※DVP(Delivery Versus Payment)とは、証券の引渡し

と資金の支払とが同時に行われる仕組み。 
※STP(Straight Through Processing)とは、注文から

決済に至るまでの一連の取引プロセスを、人手を介

さずにシームレスに行うこと。 
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金融審議会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ 中間論点整理（第一次）」

（平成19年６月13日）（抜粋）

Ⅱ．検討課題

（略）

２．制度を含むインフラ

（略）

（２）その他の制度インフラ

・ 決済システム

－ 決済システムは、金融・資本市場を支える重要なインフラであり、その安全性、効率性及び利便性の高さは、金融・資本市場の国際的な
競争力を左右する極めて重要な要素の一つである。

現在、決済システムについては、資金決済における日銀ネットの次世代ＲＴＧＳ（Real Time Gross Settlement：即時グロス決済）化や、
証券決済における株券等のペーパレス化等、その改善に向けた取組みが進められているが、我が国金融・資本市場の国際的な競争力を
強化するためには、情報通信技術の高度化、金融・資本取引のクロスボーダー化等の流れに対応し、決済システムの安全性、効率性及び
利便性をより一層向上させることが重要である。

今後、決済システムの強化に向け、関係者が主体的かつ積極的に取り組んでいくことが期待されるとともに、決済システムに関する様々
な論点につき、引き続き幅広い観点から専門的な検討を進めていく必要がある。

（略）

Ⅲ．おわりに

（略）

○ これらの課題を実現するためには、実効性ある推進体制を構築する必要がある。こうしたことから、金融・資本市場改革に関する幅広い課
題を、例えば、「金融・資本市場競争力強化プラン（仮称）」という包括的なパッケージとして、内閣の重要課題と位置づけ、それぞれの課題
の優先順位、実施時期の目標等を可能な限り明確にし、できるものからスピード感をもって取り組むべきである。

○ 特に制度的な対応が必要となる課題については、今後、金融審議会で整理した上で、適切な場において、法制面等を含め更に検討を深
められたい。
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経済財政諮問会議グローバル化改革専門調査会「グローバル化改革専門調査会第１次報告―グローバル

化の活力を成長へ―」 （平成 19 年５月８日）（抜粋）

第Ⅱ部 真に競争力のある金融・資本市場の確立に向けて

１．一層の制度整備を進め、東京市場をオープンでアクセスしやすいアジアの共通プラットフォームにする。

（略）

（４）決済システムの戦略的強化

① 決済システムは証券決済と資金決済が一体として効率的に機能することで、経済全体の信頼と安定に大きく寄与する重要なインフラとし
ての役割を担っているとともに、それ自体が金融ビジネスとしての可能性を秘めている。安定的かつ効率的で、外国とも円滑にアクセスでき
る決済システムの存在は、国際金融センターが備えるべき最も基本的な要件の一つである。このため、英語標記やSWIFTへの対応等、決済
システムの国際標準化を図るとともに、決済期間の短縮化（国債・株式取引における決済期間を、現在の取引日＋3日から取引日＋1日に短
縮）、利便性の向上（金融EDIの実現）、危機管理体制の強化（バックアップ体制や業務継続体制[BCP]の整備）等、決済システムの戦略的強
化を早急に行うべきである。

② 決済システムのリスク管理を強化する観点から、決済システムに対して適切なモニタリングを行なうための関係当局の連携のあり方を明
確化すべきである。また、決済システムの運営主体の意思決定や適切なガバナンスを確立する観点から、運営主体の自律性と責任能力を
強化するべきである（株式会社化等）。

③ 諸外国との決済の円滑化を図るため、清算・決済機関の国際的な連携強化を図るべきである。

（略）

２．プロとしての高い力量をもち、責任を自覚したプレーヤーによるイノベーションを促進し、資産運用力を強化する。

（略）

（２）ナローバンクやキャプティブ保険を可能とする特定免許の新設

○ 金融取引や企業活動の多様化・高度化が進む中で、ナローバンク（決済専業銀行）やキャプティブ保険等、従来の業法が想定していなかっ
た新たな金融サービスに対するニーズが高まっている。このため、銀行、保険について、フル免許ではない簡易な特定免許を新設し、これら
による新たな金融活動を行なうことを可能とすべきである。
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金融審議会金融分科会情報技術革新と金融制度に関するワーキンググループ「新しい電子的支払サービスの
発展に向けた課題について」（座長メモ）（平成18年4月26日）（概要）

○ 電子的支払サービスの提供者が留意すべきと考えられる事項

（１） 契約関係等の明確化について

（２） 電子的価値の金額情報の滅失・毀損等の際の取扱いについて

（３） 情報セキュリティ及びシステム運用上の信頼性確保について

（４） 前受金の適切な管理

（５） 個人情報の保護

○ 電子的支払サービスに関する今後の検討課題

（１） サービス提供者破綻時の利用者保護

（２） 電子的支払サービスに関する当事者間の責任分担のあり方等

（３） 電子的支払サービスのあり方について
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Ⅲ．新しい決済サービスに関するトラブル事例等



金融関係事犯の法令別検挙状況（平成14～18年）

出所：警察庁「平成19年度警察白書」、「来日外国人犯罪の検挙状況（平成１９年）」

○「犯罪インフラ」について（警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況（平成１９年）」より抜粋）

（略） このように外国人の不法入国や不法滞在の定着を助長したり、来日外国人が犯罪を繰り返し行うことを助長する基
盤を総称していわゆる「犯罪インフラ」と呼んでいる。

一般に、犯罪インフラとして挙げられる事案として、地下銀行、偽装結婚、旅券・外国人登録証明書等各種証明書等の
偽造及び不法就労助長事案等が挙げられる（略）。

犯罪インフラは、既に日本国内に根を下ろし、不法滞在者を始め、来日外国人犯罪組織の非公然・非合法活動を幅広く
サポートしており、極めて憂慮すべき状況にある。

３２

出資法 236 269 769 753 555 657 404 435 369 411

貸金業規制法 253 135 521 284 431 302 318 225 306 264

その他 9 14 13 39 12 18 21 24 22 35

（注）：「その他」は銀行法等。

17年 18年

1303

件数

15年 16年

人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

1076 998 977 743 684 697 710　総数

                 　　年次
　法令別

件数 人員

14年

498 418



最近の地下銀行の摘発事例

出所：警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況」

＜平成16年＞

［事例］ タイ人組織による地下銀行事件（６月・長野）

［事例］ ベトナム航空クルーらによる銀行法違反等事件（９月・山口、大阪）

［事例］ インドネシア人等による地下銀行事件（10月・静岡）

［事例］ 中国人グループによる銀行法違反事件（11月・警視庁、北海道）

［事例］ タイ人等による組織的な銀行法違反（無免許営業）事件（11月・宮城、群馬）

・長野県在住のタイ人がタイ向けの地下銀行を営んでいるとの情報に基づき内偵捜査し、６月までにタイ人男女３人を銀行法（無免許
営業）違反で逮捕した。これまでの捜査で平成15年２月ころから翌年５月ころまでの間に、約５億7,000万円を海外送金していた。

・他事件の捜査で、大阪府八尾市所在のベトナム物産店で地下銀行を営んでいる情報を入手し、９月24日までにベトナム人と日本人妻
の２人を銀行法（無免許営業）違反で検挙した。ベトナムへの資金補填にベトナム航空客室乗務員を利用し、平成12年８月から平成15
年３月までに約１億5,000万円を海外送金していた。

・10月14日までに、浜松市内所在の東南アジア系食材店を隠れ蓑に、平成14年７月ころからインドネシアに不正送金を行っていたイン
ドネシア人６人及び日本人１人を銀行法（無免許営業）違反で逮捕した。被疑者は、全国29都府県に居住する多数の者から依頼を受
け、反復継続して延べ２万件余、総額約30億円を海外送金していた。

・偽造外国人登録証明書を使って郵便貯金口座を開設しようとして、偽造有印公文書行使等で逮捕した中国人女性が多数の預貯金通帳
やキャッシュカードを所持していたことから追及したところ、中国向けの地下銀行を無許可で営んでいたことが判明、11月、同女性を
銀行法（無免許営業）違反で再逮捕した。これまでの捜査で被疑者は美容室を営む傍ら、平成14年１月から約２年９か月の間に不法滞
在の中国人ら約1,000人から送金依頼を受け、約15億円を中国に送金していたことが判明している。

・スナックにおける売春事犯摘発で不法残留被疑者として逮捕したタイ人ホステスなどの供述から、群馬県高崎市内のタイ食料品販売
店を拠点とするタイ向けの地下銀行情報を入手し、内偵捜査後の11月24日にタイ人など被疑者４人を銀行法（無免許営業）違反で逮捕
した。これまでの捜査で被疑者らは、平成13年から３年間で約60億円を海外送金していた。
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出所：警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況」

＜平成17年＞

［事例１］ 対中貿易を仮装した銀行法違反事件（１月・警視庁）

［事例２］ 中国人等グループによる銀行法違反事件（３月・奈良）

［事例３］ インドネシア人による銀行法違反事件（６月・大阪）

［事例４］ 帰化女性による銀行法違反事件（７月・大阪）

［事例５］ 韓国人による銀行法違反事件（７月・大阪）

・中国物産関係の名称で地下銀行を開設し、平成13年５月から中国に不正送金を行っていた中国人２人及び日本人１人を銀行法（無免
許営業）違反で逮捕した。被疑者らは、不法滞在の中国人ら約2,000人から送金依頼を受け、約50億円を中国に送金していた。

・窃盗事件の捜査を端緒に、中国人女性等による地下銀行事件が発覚し、４月までに同女を含む中国人９人、日本人４人を銀行法（無
免許営業）違反等で逮捕した。被疑者らは、関東や関西を中心に、全国各地の客から国外送金の依頼を受け、約５億5,000万円を送金し
ていた。

・６月４日までに、不法滞在者等からの依頼を受けて、インドネシア向けの不正送金を請け負っていたインドネシア人男女３人を銀行
法（無免許営業）違反で逮捕した。被疑者らは、平成15年11月から平成17年５月までの間に、全国13都府県に居住する多数の者から依
頼を受け、総額約６億円を海外送金していた。

・偽造カード使用詐欺事件の捜査を端緒に、中国人女性による地下銀行事件が発覚し、７月までに同女や口座名義人、送金依頼人を銀
行法（無免許営業）違反等で逮捕した。被疑者は、別の事件で逮捕した中国人を始め、多数の中国人から依頼を受け、平成15年５月か
ら、約５億2,000万円を送金していた。

・７月12日、不法滞在者等からの依頼を受けて、韓国向けの不正送金を請け負っていた韓国人男女２人を銀行法（無免許営業）違反で
逮捕した。被疑者らは、平成16年１月から平成17年３月までの間に、全国21箇所に集金代理店を置いて、多数の者から依頼を受け、総
額約498億円を海外送金していた。
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出所：警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況」

＜平成18年＞

［事例１］ ブラジル人グループによる銀行法違反事件（１月・富山）

［事例２］ 中国人による全国規模の銀行法違反事件（１月・愛知）

［事例３］ 中国人による銀行法違反事件（１月・大阪）

［事例４］ 韓国人による銀行法違反事件（６月・警視庁）

［事例５］ インドネシア人による銀行法違反事件（６月・栃木）

［事例６］ バングラデシュ人による地下銀行事件（７月・千葉）

［事例７］ スリランカ人による地下銀行事件(10月・岐阜）

・１月16日、旅行会社を隠れ蓑に、不法滞在者等からの依頼を受けて、ブラジル向けの不正送金を請け負っていたブラジル人男女４人
を銀行法違反（無免許営業）で逮捕した。被疑者らは、平成５年１月から平成18年１月までの間に、全国33都道県に居住する多数の者
から依頼を受け、総額約80億円を海外へ不正に送金していた。

・１月までに、不法滞在等の中国人から依頼を受け、中国に不正送金していた中国人２人を銀行法違反（無免許営業）で逮捕した。被
疑者らは、平成14年９月以降、全国34都道府県の不法滞在等の中国人約1,200人から依頼を受けて、被疑者らが役員を務める会社名義等
の約40口座を使い、総額約34億円を中国へ不正に送金していた。

・１月25日までに、不法滞在者等からの依頼を受けて、中国向けの不正送金を請け負っていた中国人２人を銀行法違反（無免許営業）
で逮捕した。被疑者らは、平成15年12月から平成17年12月までの２年間に、不法滞在者を含む多数の中国人から依頼を受け、総額約75
億円を中国へ不正に送金していた。

・６月19日、韓国物産店を隠れ蓑に、在日韓国人等からの依頼を受けて、韓国向けの不正送金を請け負っていた韓国人１人を銀行法違
反（無免許営業）で逮捕した。被疑者は、昨年以降、約1,400件の依頼を受け、総額約１億2,000万円を海外へ不正に送金していた。

・６月21日までに、不法滞在者等からの依頼を受けて、インドネシア向けの不正送金を請け負っていたインドネシア人２人を銀行法違
反（無免許営業）で逮捕した。本件は宇都宮市の風俗店をめぐる人身売買事件の突き上げ捜査の結果判明したもので、被疑者らは平成
13年ころから平成18年６月にかけて、全国から約３万件の依頼を受け、総額約30億円をインドネシアへ不正に送金していた。

・７月30日までに、不法滞在者等からの依頼を受けて、バングラデシュ向けの不正送金を請け負っていたバングラデシュ人２人を銀行
法違反（無免許営業）で逮捕した。被疑者らは、約５年間で延べ約1,500人から依頼を受け、総額約23億円を不正に送金していた。

・10月18日、不法滞在者からの依頼を受けて、スリランカ向けの不正送金を請け負っていたスリランカ人ら２人を銀行法違反（無免許
営業）で逮捕した。被疑者らは、平成17年６月ころから平成18年９月にかけて、総額24億円をスリランカへ不正に送金していた。
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出所：警察庁「来日外国人犯罪の検挙状況」

＜平成19年＞

［事例１］ 韓国人組織による銀行法違反事件（４月・警視庁）

［事例２］ フィリピン人らによる銀行法違反事件（６月・神奈川）

［事例３］ ネパール人による銀行法違反事件（６月・栃木）

［事例４］ 中国人による組織的な銀行法違反事件（７月・愛知）

［事例５］ 韓国人らによる店舗型の銀行法違反事件（８月・埼玉）

［事例６］ インドネシア人研修生による組織的銀行法違反事件（８月・長野）

［事例７］ タイ人らによる人身売買事件に絡む銀行法違反事件（11月・長野）

［事例８］ ミャンマー人雑貨商らによる銀行法違反事件（11月・警視庁）

・11月26日、不法滞在者等のミャンマー人からの依頼を受け、ミャンマーに不正送金していたミャンマー人会社経営者ら５人を銀行法
違反（無免許営業）で逮捕した。被疑者らは、平成15年から平成19年までの間に、総額約15億円をミャンマーへ不正に送金していた。

・７月までに、公文書偽造や入管法違反で逮捕した中国人７人の依頼により中国へ不正送金していた中国人１人を銀行法違反（無許可
営業）で逮捕した。被疑者は、平成１５年９月頃から複数の口座を使い、総額約15億円を不正に送金していた。

・８月６日、不法滞在者等の韓国人から依頼を受け、韓国に不正送金していた食材販売店経営者と従業員の韓国人５人を銀行法違反
（無免許営業）で逮捕した。被疑者らは平成12年１月から平成19年８月までの間に、総額約12億円を韓国へ不正に送金していた。

・９月25日、不法滞在者等のインドネシア人から依頼を受け、不正送金していたインドネシア人研修生を銀行法違反（無免許営業）で
逮捕した。被疑者は平成18年１月から平成19年７月までの間に、不法滞在者等97人から依頼を受け、総額約１億7,000万円をインドネシ
アへ不正に送金していた。

・タイ人女性の人身売買（売渡し）で逮捕したスナック経営者のタイ人女性が、売買代金の一部の現金をタイ雑貨店を通じてタイのブ
ローカーに不正送金していた事件で、タイ人専門学校生ら２人を銀行法違反（無免許営業）で逮捕した。

・３月までに、韓国人から依頼を受け、韓国に不正送金していた韓国人３人を逮捕した。被疑者らは、平成15年９月から平成19年２月
までの間に、総額約10億円を韓国へ不正に送金していた。

・６月までに、不法滞在者等のフィリピン人から依頼を受け、フィリピンに不正送金していたディスコ経営者と窓口役のフィリピン人
２人を逮捕した。被疑者らは、平成12年５月からの約７年間にわたり総額約９億8,500万円をフィリピンへ不正に送金していた。

・７月13日までに、不法滞在者等からの依頼を受けてネパール向けの不正送金を請け負っていたネパール人１人を銀行法違反（無許可
営業）で逮捕した。本件は、大手時計メーカーの商取引を利用した送金システムにより、30都道府県から700回の依頼を受け、約２億円
をネパールへ不正に送金していた。
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出所：新聞報道等
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新しい決済サービスに関する主な不祥事件の報道等
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